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政
界
再
編
期
に
お
け
る
新
党
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー山

本

健

太

郎

１．

は
じ
め
に

一
九
九
三
年
の
自
民
党
分
裂
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
政
界
再
編
」
期
に
突
入
し
た
日
本
に
お
い
て
、
激
し
い
政
党
の
離
合
集
散
が
観
察
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
多
く
の
新
党
が
作
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
時
を
経
ず
し
て
消
え
て
い
っ
た
。
新
党

結
成
が
相
次
ぐ
な
か
で
、
そ
れ
ら
が
結
成
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
ケ
ー
ス
が
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
四
年
一

月
に
成
立
し
た
政
治
改
革
関
連
法
の
一
環
で
、
政
党
助
成
金
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
党
結
成
の
際
、
政
党
助
成
金
の
算

出
基
準
日
で
あ
る
一
月
一
日
を
目
指
し
て
、
一
二
月
に
結
成
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
二
月
に
結
成
さ
れ

る
新
党
を
、
他
の
新
党
と
区
別
し
て
、「
一
二
月
新
党
」と
呼
ぶ
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
一
時
期
は
、
毎
年
の
よ
う
に
一
二
月
新
党

が
結
成
さ
れ
、
さ
な
が
ら
年
末
の
風
物
詩
と
し
て
の
様
相
を
も
呈
し
て
き
た
。
直
近
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
八
日
に
結
い
の
党
が

結
党
さ
れ
、
一
二
月
新
党
へ
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
て
い
る
。

一
二
月
新
党
を
め
ぐ
っ
て
は
、
と
か
く
政
策
よ
り
も
カ
ネ
目
当
て
、
ひ
い
て
は
選
挙
目
当
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
あ
り
が
た
く
な
い
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批
判
が
つ
き
ま
と
っ
て

１
）

き
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
大
半
の
政
党
が
短
命
で
あ
る
と
い
う
印
象
も
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
政
界
再
編
」期
に
お
い
て
は
、
多
く
の
政
党
の
寿
命
は
短
く
、
一
二
月
新
党
だ
か
ら
短
い
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
わ

か
ら
な
い
。
カ
ネ
目
当
て
、
選
挙
目
当
て
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
、
そ
も
そ
も
政
党
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
選
挙
で
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と

な
の
だ
か
ら
、
一
二
月
新
党
だ
け
が
特
に
批
判
さ
れ
る
謂
れ
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
二
月
新
党
を
ひ
と
く
く
り
に
し

て
印
象
論
で
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
と
展
開
を
観
察
し
て
、
一
二
月
新
党
以
外
の
新
党
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
新
党
を
対
象
に
、
寿
命
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴

を
類
型
化
し
て
整
理
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
一
二
月
に
結
成
さ
れ
る
新
党
と
そ
れ
以
外
の
新
党
で
ど
の
よ
う
な
共
通
点
や
相
違
点
が
見
ら

れ
る
の
か
、
比
較
を
試
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
二
月
新
党
が
他
の
新
党
に
比
べ
極
端
に
所
属
議
員
の
「
利
己
的
」
な
動
機
づ
け
に
基

づ
く
党
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
２
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
二
〇
一
四
年
一
一
月
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
、
新
党

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
結
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
覧
を
提
示
す
る
。
３
章
で
は
、
そ
の
寿
命
と
特
徴
に
応
じ
て
新
党
を
類
型

化
す
る
。
４
章
は
、
そ
の
な
か
で
特
に
一
二
月
に
結
成
さ
れ
た
新
党
に
着
目
し
、
そ
れ
以
外
の
新
党
と
の
比
較
を
行
う
。
５
章
は
本
稿
の

結
論
で
あ
る
。

２．

日
本
に
お
け
る
新
党

２．

１

政
党
の
定
義

新
党
と
は
何
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
一
見
自
明
に
み
え
る
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
公
職
選
挙
法
で
は
、
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政
党
に
は
以
下
の
よ
う
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。「
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
」と
は
、
⑴
所
属
国
会
議
員
が
五
人
以
上
存
在
す
る
か
、

⑵
所
属
国
会
議
員
が
一
人
以
上
、
か
つ
、
過
去
の

２
）

選
挙
に
お
け
る
全
国
を
通
じ
た
得
票
率
が
二
％
以
上
の
も
の
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
条
件
に
し
た
が
う
と
、
選
挙
間
に
結
成
さ
れ
た
新
党
に
は
⑵
が
適
用
で
き
な
い
の
で
、
自
動
的
に
⑴
、
す
な
わ
ち
五
人
以
上
の
国
会

議
員
が
集
ま
っ
た
場
合
の
み
「
政
党
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
こ
の
政
党
要
件
を
満
た
さ
な
い
で
発
足
す
る
新

党
も
存
在
す
る
た
め
、
公
選
法
の
政
党
要
件
に
依
拠
す
れ
ば
こ
れ
ら
を
無
視
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。

山
本
﹇
二
〇
一
〇：
三
九
﹈
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
以
下
の
条
件
で
「
政
党
」
を
定
義
し
て
い
る
（
一
部
改
変
）。
そ
れ

に
よ
る
と
、

（
基
準
１
）
衆
参
両
院
の
選
挙
（
補
選
含
む
）
に
お
い
て
公
認
候
補
を
立
て
た
政
党

（
基
準
２
）
政
党
助
成
金
を
受
け
た
政
党

（
基
準
３
）「
新
党
」
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
向
け
て
表
明
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
政
党
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
政
党

と
い
う
三
つ
の
基
準
の
う
ち
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
も
の
を
「
政
党
」
と
み
な
す
。
だ
が
、
新
党
の
存
続
期
間
を
問
題
に
す
る

本
稿
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
を
新
党
の
出
発
点
と
し
、
ど
こ
を
終
点
と
す
る
か
と
い
う
基
準
と
の
兼
ね
合
い
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
す

る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
ず
、（
基
準
１
）に
照
ら
せ
ば
、
現
職
の
国
会
議
員
が
存
在
し
な
く
と
も
、
選
挙
に
公
認
候
補
を
立
て
た
政
党
が
す

べ
て
分
析
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
国
会
議
員
の
政
党
間
移
動
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
新
党
を
主
た
る
分
析
対

象
と
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
基
準
の
前
提
と
し
て
、
衆
参
ど
ち
ら
か
に
所
属
国
会
議
員
が
存
在
す
る
政
党
を
、
存
続
し
て
い

る
新
党
と
と
ら
え
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
う
と
、
以
下
の
前
提
条
件
と
な
る
。
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（
前
提
）
衆
参
ど
ち
ら
か
に
所
属
国
会
議
員
が
存
在
し
な
い
政
党
は
、
消
滅
状
態
に
あ
る
と
み
な
す

実
際
に
は
、
選
挙
の
結
果
所
属
の
国
会
議
員
が
ゼ
ロ
と
な
っ
て
も
、
政
党
と
し
て
の
活
動
を
続
け
る
場
合
も

３
）

あ
る
。
選
挙
後
ま
も
な
く

解
党
す
る
場
合
で
も
、
一
定
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
だ
が
、
前
者
の
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
例
外
で
、
後
者
に
つ
い
て

も
実
質
的
に
は
所
属
国
会
議
員
が
い
な
く
な
っ
た
時
点
で
党
と
し
て
の
活
動
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
所
属
国

会
議
員
が
存
在
し
て
い
る
期
間
の
み
、
党
が
存
続
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
に

４
）

す
る
。

２．

２

分
析
期
間

次
な
る
問
題
は
、
分
析
期
間
を
い
つ
に
絞
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
一
月
一
日
以
降
、
本
稿
執
筆
時

の
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
期
間
を
一
九
九
〇
年
代
以
降
と
す
る
の
は
、
第
１
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
九

四
年
の
政
党
助
成
金
制
度
創
設
以
降
の
新
党
に
主
た
る
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
一
九
九
四
年
以
降
で
も
よ
さ
そ
う
で

あ
る
が
、
一
九
九
三
年
の
自
民
党
分
裂
が
政
党
助
成
金
制
度
の
創
設
を
含
む
政
治
改
革
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
広
い
意
味
で

関
連
性
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
自
民
党
分
裂
以
前
の
新
党
で
あ
る
日
本
新
党
も
分
析
対
象
に
加
え
た
方
が
よ
い
と
の

５
）

判
断
か
ら
、
一
九

九
〇
年
を
ス
タ
ー
ト
時
点
と
す
る
。

２．

３

新
党
一
覧

第
１
節
で
の
定
義
に
基
づ
き
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
に
存
在
し
た
「
政
党
」
の
う
ち
、
こ
の
期

間
に
新
し
く
結
党
さ
れ
た

６
）

政
党
は
、
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
１
）。
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表
１

新
党
一
覧政

党
名

結
党
の
パ
タ
ー
ン

結
党
日

解
党
日

存
続
日
数

解
党
の
パ
タ
ー
ン

①

日
本
新
党

（
１
）

一
九
九
二
年
七
月
二
六
日

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

八
六
八

（
５
）

②

新
党
さ
き
が
け

（
２
）

一
九
九
三
年
六
月
一
八
日

二
〇
〇
二
年
一
月
一
六
日

三
一
三
五

（
７
）

③

新
生
党

（
２
）

一
九
九
三
年
六
月
二
二
日

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

五
三
七

（
５
）

④

新
党
み
ら
い

（
２
）

一
九
九
四
年
四
月
一
五
日

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

二
四
〇

（
５
）

⑤

自
由
党
（
旧
）

（
２
）

一
九
九
四
年
四
月
一
八
日

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

二
三
七

（
５
）

⑥

公
明
新
党

（
２
）

一
九
九
四
年
一
二
月
五
日

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

六

（
５
）

⑦

参
院
公
明

（
２
）

一
九
九
四
年
一
二
月
五
日

一
九
九
八
年
一
一
月
七
日

一
四
三
四

（
５
）

★

⑧

新
進
党

（
３
）

一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

一
九
九
七
年
一
二
月
二
七
日

一
一
一
四

（
７
）

★

⑨

市
民
リ
ー
グ

（
2’
）

一
九
九
五
年
一
二
月
二
二
日

一
九
九
六
年
九
月
二
八
日

二
八
二

（
５
）

⑩

新
社
会
党

（
２
）

一
九
九
六
年
一
月
八
日

一
九
九
八
年
七
月
一
二
日

九
一
七

（
６
）

民
主
党

（
３
）

一
九
九
六
年
九
月
二
八
日

民
主
党

と
し
て
現
存

－

★

太
陽
党

（
２
）

一
九
九
六
年
一
二
月
二
六
日

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

三
九
四

（
５
）

★

フ
ロ
ム
フ
ァ
イ
ブ

（
2’
）

一
九
九
七
年
一
二
月
二
六
日

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

二
九

（
５
）

改
革
ク
ラ
ブ

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
五
日

九
〇
三

（
６
）

国
民
の
声

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

一
九

（
５
）

自
由
党
（
新
）

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

二
〇
〇
三
年
九
月
二
五
日

二
〇
九
〇

（
５
）

新
党
平
和

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

一
九
九
八
年
一
一
月
七
日

三
〇
七

（
５
）

新
党
友
愛

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

一
九

（
５
）

黎
明
ク
ラ
ブ

（
４
）

一
九
九
八
年
一
月
五
日

一
九
九
八
年
一
月
一
八
日

一
四

（
５
）
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政
党
名

結
党
の
パ
タ
ー
ン

結
党
日

解
党
日

存
続
日
数

解
党
の
パ
タ
ー
ン

民
政
党

（
３
）

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

一
九
九
八
年
四
月
二
七
日

九
五

（
５
）

民
主
党

（
３
）

一
九
九
八
年
四
月
二
七
日

民
主
党

と
し
て
現
存

－

公
明
党

（
３
）

一
九
九
八
年
一
一
月
七
日

現
存

－

★

無
所
属
の
会

（
2’
）

一
九
九
九
年
一
二
月
一
六
日

二
〇
〇
四
年
七
月
一
一
日

一
六
七
〇

（
６
）

保
守
党

（
２
）

二
〇
〇
〇
年
四
月
五
日

二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
七
日

九
九
七

（
５
）

新
党
尊
命

（
２
）

二
〇
〇
一
年
六
月
一
日

二
〇
〇
三
年
一
一
月
九
日

八
九
二

（
６
）

み
ど
り
の
会
議

（
２
）

二
〇
〇
二
年
一
月
一
七
日

二
〇
〇
四
年
七
月
一
一
日

九
〇
七

（
６
）

★

保
守
新
党

（
2’
）

二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
七
日

二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
七
日

三
二
六

（
６
）

民
主
党

（
３
）

二
〇
〇
三
年
九
月
二
五
日

現
存

－

国
民
新
党

（
２
）

二
〇
〇
五
年
八
月
一
七
日

二
〇
一
三
年
三
月
二
二
日

二
七
七
五

（
７
）

新
党
日
本

（
２
）

二
〇
〇
五
年
八
月
二
四
日

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日

二
六
七
二

（
６
）

新
党
大
地

（
１
）

二
〇
〇
五
年
九
月
一
一
日

二
〇
一
四
年
一
二
月
二
一
日

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
八

日
か
ら
二
〇
一
三
年
五
月
三

一
日
ま
で
消
滅
）

三
二
三
六

（
５
）

改
革
ク
ラ
ブ
（
新
）

（
2’
）

二
〇
〇
八
年
八
月
二
八
日

二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日

六
〇
七

（
５
）

み
ん
な
の
党

（
２
）

二
〇
〇
九
年
八
月
八
日

二
〇
一
四
年
一
二
月
二
日

一
九
四
三

（
７
）

た
ち
あ
が
れ
日
本

（
２
）

二
〇
一
〇
年
四
月
七
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日

九
五
二

（
５
）

新
党
改
革

（
2’
）

二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日

現
存

－

幸
福
実
現
党

（
１
）

二
〇
一
〇
年
五
月
一
四
日

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
八
日

二
二
九

（
７
）

減
税
日
本

（
１
）

二
〇
一
一
年
五
月
一
三
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
二
日

五
六
〇

（
５
）
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表
１
に
よ
る
と
、
当
該
期
間
に
結
成
さ
れ
た
新
党
は
四
八
に
の

７
）

ぼ
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
執
筆
時
点
の
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
現

在
で
存
続
し
て
い
る
の
は
、
結
党
日
の
古
い
順
に
、
民
主
党
、
公
明
党
、
新
党
改
革
、
生
活
の
党
の
ほ
か
、
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
結
党

さ
れ
た
次
世
代
の
党
と
維
新
の
党
の
六
党
で
あ
る
。
六
党
以
外
は
す
べ
て
消
滅
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
衆
院
選
以
前
に
結
党
さ
れ
た
新

政
党
名

結
党
の
パ
タ
ー
ン

結
党
日

解
党
日

存
続
日
数

解
党
の
パ
タ
ー
ン

★

新
党
き
づ
な

（
２
）

二
〇
一
一
年
一
二
月
三
〇
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
五
日

三
二
二

（
５
）

国
民
の
生
活
が
第
一

（
２
）

二
〇
一
二
年
七
月
二
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
七
日

一
四
九

（
５
）

日
本
維
新
の
会

（
2’
）

二
〇
一
二
年
九
月
二
八
日

二
〇
一
四
年
九
月
二
一
日

七
二
四

（
７
）

太
陽
の
党
（
旧
）

（
2’
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
七
日

五

（
５
）

み
ど
り
の
風

（
2’
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
五
日

二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日

四
一
二

（
６
）

反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
脱
原
発
・
消
費
増
税
凍

結
を
実
現
す
る
党

（
2’
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
九
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
二
日

四

（
５
）

減
税
日
本
・
反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
脱
原
発
を

実
現
す
る
党

（
2’
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
二
日

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
七
日

六

（
５
）

日
本
未
来
の
党

（
３
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
七
日

二
〇
一
三
年
五
月
二
九
日

一
八
四

（
７
）

★

生
活
の
党

（
２
）

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
七
日

現
存

－

★

結
い
の
党

（
２
）

二
〇
一
三
年
一
二
月
一
八
日

二
〇
一
四
年
九
月
二
一
日

二
七
八

（
５
）

次
世
代
の
党

（
２
）

二
〇
一
四
年
八
月
一
日

現
存

－

維
新
の
党

（
３
）

二
〇
一
四
年
九
月
二
一
日

現
存

－

太
陽
の
党
（
新
）

（
１
）

二
〇
一
四
年
九
月
二
五
日

二
〇
一
四
年
一
一
月
二
六
日

六
三

（
５
）

出
典：

著
者
作
成

（
注
）
通
し
番
号
の
上
に
★
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
「
一
二
月
新
党
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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党
に
絞
れ
ば
、
現
在
で
も
国
会
に
議
席
を
も
っ
て
い
る
の
は
民
主
党
・
公
明
党
・
新
党
改
革
の
三
政
党
の
み
で
あ
る
。
公
明
党
は
、
一
九

九
四
年
に
新
進
党
に
合
流
す
る
ま
で
長
く
存
在
し
て
い
た
党
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
政
界
再
編
期
に
結
成
さ
れ
た
新
党
は
、
民
主
党

を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
事
実
上
消
滅
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

８
）

な
い
。
な
お
、
既
に
消
滅
し
た
四
一
政
党
の
平
均
寿
命
は
七
七

五

一
日
で
、
約
二
年
二
か
月
余
り
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
四
八
政
党
の
う
ち
、
一
〇
〇
〇
日
を
超
え
て
存
続
し
た
／
存
続
し
て
い
る
の
は
、
一
一
政
党
で
あ
る
。
最
も
存
続
期
間
が
長
い

の
は
、
民
主
党

か
ら
数
え
た
場
合
の

民
主
党

で
あ
り
、
既
に
な
く
な
っ
た
政
党
の
中
で
は

新
党
大
地
が
最
も
寿
命
が
長
か
っ
た
。

逆
に
、
最
も
短
か
っ
た
の
は

反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
脱
原
発
・
消
費
増
税
凍
結
を
実
現
す
る
党
の
四
日
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
、
寿
命
が
三
〇
日

に
満
た
な
い
政
党
も
八
つ
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
は
他
政
党
と
の
大
同
団
結
の
た
め
に
解
党
さ
れ
た
政
党
で
あ
る
。

３．

新
党
の
分
類

新
党
を
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
結
党
と
解
党
の
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
結
党
と
解
党
は
、

一
体
的
な
現
象
と
な
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
あ
る
新
党
が
結
成
さ
れ
る
た
め
に
、

既
存
の
政
党
が
解
党
さ
れ
る
と
い
う
場
合
と
、
既
存
政
党
は
な
く
な
ら
ず
、
分
裂
等
に
よ
っ
て
新
党
が
結
成
さ
れ
る
場
合
に
わ
か
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
前
者
の
場
合
、
他
政
党
と
大
同
団
結
し
て
新
党
を
結
成
す
る
、
と
い
う
形
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
ま
ず
結

党
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
整
理
し
（
３．

１
）、
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン
を
分
類
し
た
う
え
で
（
３．

２
）、
結
党
と
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー

ン
を
組
み
合
わ
せ
て
新
党
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
（
３．

３
）。
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３．

１

結
党
の
パ
タ
ー
ン

新
党
結
党
の
パ
タ
ー
ン
は
、
以
下
の
四
つ
（
五
つ
）
に
分
類
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）
議
会
外
で
の
結
成
・
看
板
の
架
け
替
え
、（
２
）

既
存
政
党
か
ら
の
分
裂
、（
2’
）
既
存
政
党
か
ら
の
分
裂
＋
α
、（
３
）
大
同
団
結
型
、（
４
）
解
党
に
よ
る
新
党
、
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

１
）
議
会
外
で
の
結
成
・
看
板
の
架
け
替
え

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ま
ず
議
会
外
に
お
い
て
、
現
職
の
国
会
議
員
を
含
ま
ず
に
新
党
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
後
の
選
挙
で
国
政
に
議
席
を

獲
得
す
る
か
、
他
党
も
し
く
は
無
所
属
の
国
会
議
員
が
移
籍
し
て
き
て
国
政
政
党
に
な
る
、
あ
る
い
は
国
会
議
員
が
中
心
に
な
っ
て
既
に

あ
る
政
党
の
看
板
を
架
け
替
え
、
新
党
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
新
党
で
は
、
①
日
本
新
党
、

み
ど
り
の
会
議
、

新
党
大
地
、

幸
福
実
現
党
、

減
税
日
本
、

太
陽
の
党
（
新
）
の
六
政
党
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
日
本
新
党
は
結
党
（
一
九
九
二
年

五
月
二
二
日
）
直
後
の
参
院
選
比
例
区
で
四
議
席
を
獲
得
し
て
、
幸
福
実
現
党
は
無
所
属
の
大
江
康
弘
参
院
議
員
を
、
減
税

９
）

日
本
は
民
主

党
を
離
党
し
た
佐
藤
夕
子
衆
院
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
入
れ
る
こ
と
で
国
政
政
党
と
な
っ
た
。
み
ど
り
の
会
議
は
新
党
さ
き
が
け
唯
一
の

現
職
議
員
だ
っ
た
中
村
敦
夫
参
院
議
員
を
、
太
陽
の

10
）

党
（
新
）
は
無
所
属
の
西
村
眞
悟
衆
院
議
員
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
新
党
で
あ
る
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、
と
り
わ
け
議
会
外
で
結
成
さ
れ
た
新
党
が
四
つ
し
か
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
示
唆
す
る
の
は
、
仮

に
議
会
外
で
新
党
が
結
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
国
政
政
党
に
な
る
こ
と
に
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
議

会
外
で
新
党
が
結
成
さ
れ
る
動
機
付
け
と
し
て
は
、
既
存
政
党
へ
の
不
満
で
あ
っ
た
り
、
単
一
争
点
を
訴
え
る
た
め
で
あ
っ
た
り
様
々
な

も
の
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
が
議
席
確
保
に
結
び
つ
く
だ
け
の
有
権
者
の
支
持
を
獲
得
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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細
川
護
煕
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
一
九
九
三
年
の
総
選
挙
で
新
党
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
日
本
新
党
は
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例

外
で
あ
る
。
細
川
は
非
自
民
連
立
政
権
の
首
相
の
座
を
射
止
め
た
も
の
の
、
政
権
は
八
カ
月
で
倒
れ
、
非
自
民
連
立
政
権
の
崩
壊
後
に
日

本
新
党
は
新
進
党
へ
と
大
同
団
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
寿
命
は
八
六
八
日
で
あ
る
。
た
だ
、
細
川
の
日
本
新
党
が
国
政
に
足
掛
か

り
を
得
ら
れ
た
の
は
、
細
川
自
身
が
元
参
院
議
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
当
時
の
衆
院
の
選
挙
制
度
が
中
選
挙
区
制
で
あ
っ
た
こ
と
が

大
き
い
。
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
下
で
は
同
様
の
形
で
新
党
が
勢
力
を
伸
長
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
で
は
、
減
税
日
本
や
新
党
大
地
、
後
述
す
る
日
本
維
新

11
）

の
会
の
よ
う
に
、
地
方
政
党
を
出
発
点
と
し
て
国
政
に
進
出
を
目
論
む
形

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
既
存
の
国
会
議
員
を
足
掛
か
り
と
し
、
勢
力
の
拡
大
に
あ
た
っ
て
は
他
党
と
大

同
団
結
す
る
か
、
他
党
か
ら
の
離
党
議
員
を
受
け
入
れ
る
形
が
と
ら
れ
て
い
る
な
ど
し
、
完
全
に
自
前
の
候
補
だ
け
で
規
模
を
拡
大
す
る

の
は
難
し
い
。
こ
れ
に
は
、
既
存
政
党
に
有
利
な
公
職
選
挙
法
の
規
定
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
定
の
政
党
規
模
が
な
い

と
勝
負
に
な
り
に
く
い
衆
院
の
選
挙
制
度
の
制
約
も
や
は
り
無
視
で
き
な
い
。

２
）
既
存
政
党
か
ら
の
分
裂

次
に
、
既
存
政
党
か
ら
分
裂
す
る
形
で
新
党
が
結
成
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
②
新
党
さ
き
が
け
、
③
新

生
党
、
④
新
党
み
ら
い
、
⑤
自
由
党（
旧
）、
⑥
公
明
新
党
と
⑦
参
院
公
明
、
⑩
新
社
会
党
、

太
陽
党
、

保
守
党
、

新
党
尊
命
た
け
る
、

国
民
新
党
、

新
党
日
本
、

新
党
き
づ
な
、

国
民
の
生
活
が
第
一
、

生
活
の
党
、

結
い
の
党
、

次
世
代
の
党
、
の
計
一
七
政

党
で
あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、
新
党
は
前
所
属
政
党
よ
り
も
規
模
の
小
さ
い
政
党
と
し
て
結
成
さ
れ
る
。

一
七
政
党
の
う
ち
、
新
党
さ
き
が
け
、
新
生
党
、
新
党
み
ら
い
、
自
由
党（
旧
）、
国
民
新
党
、
新
党
日
本
の
六
政
党
は
自
民
党
か
ら
の
、

公
明
新
党
と
参
院
公
明
は
公
明
党
か
ら
の
、
新
社
会
党
は
社
会
党
か
ら
の
、
太
陽
党
は
新
進
党
か
ら
の
、
保
守
党
は
自
由
党
（
新
）
か
ら
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の
、
新
党
尊
命
、
新
党
き
づ
な
、
国
民
の
生
活
が
第
一
の
三
政
党
は
民
主
党
か
ら
の
、
生
活
の
党
は
日
本
未
来
の
党
か
ら
の
、
結
い
の
党

は
み
ん
な
の
党
か
ら
の
、
次
世
代
の
党
は
日
本
維
新
の
会
か
ら
の
分
裂
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
新
党
さ
き
が
け
、
新
生
党
、
新
社
会
党
、
国
民
新
党
、
新
党
日
本
、
新
党
き
づ
な
、
国
民
の
生
活
が
第
一
の
七
政
党
が
、

与
党
か
ら
の
分
裂
に
よ
る
新
党
で
あ
る
。
自
民
党
か
ら
の
分
裂
組
で
は
、
新
党
さ
き
が
け
と
新
生
党
は
、
一
九
九
三
年
の
宮
澤
喜
一
内
閣

不
信
任
決
議
案
可
決
に
よ
っ
て
、
解
散
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
直
後
の
結
党
で
あ
る
。
新
党
さ
き

12
）

が
け
結
党
組
は
不
信
任

案
に
は
同
調
せ
ず
、
新

13
）

生
党
結
党
組
（
の
う
ち
の
衆
院
議
員
）
は
不
信
任
案
に
賛
成
し
た
議
員
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
治
改
革
の
実
現
を
自
民
党
内
で
強
く
訴
え
て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
政
策
対
立
が
き
っ
か
け
の
分
裂
で
あ
る
。

次
に
国
民

14
）

新
党
、
新
党

15
）

日
本
は
、
二
〇
〇
五
年
に
郵
政
民
営
化
法
案
が
参
院
で
否
決
さ
れ
た
の
ち
、
小
泉
純
一
郎
首
相
が
衆
院
を
解
散
し
、

法
案
の
造
反
組
を
総
選
挙
で
公
認
し
な
い
方
針
を
と
っ
た
た
め
、
結
成
さ
れ
た
新
党
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
も
政
策
対
立
が
契
機

と
な
っ
て
い
る
。

新
社

16
）

会
党
は
、
村
山
富
市
内
閣
の
下
で
与
党
の
一
員
で
あ
っ
た
社
会
党
か
ら
の
分
裂
で
あ
る
。
新
社
会
党
の
結
成
は
、
直
接
的
に
は
社

会
党
が
社
会
民
主
党
と
党
名
変
更
を
行
う
過
程
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
政
権
参
画
と
自
民
党
と
の
連
立
に
伴
い
、
社
会
党
が

大
幅
な
政
策
変
更
を
行
っ
た
こ
と
が
背
景
に

17
）

あ
る
。

さ
ら
に
、
民
主
党
政
権
下
で
、
新
党
き
づ
な
、
国
民
の
生
活
が
第
一
の
二
つ
の
新
党
が
分
裂
し
て
誕
生
し
て
い
る
。
新
党
き

18
）

づ
な
は
、

野
田
佳
彦
内
閣
が
推
進
す
る
消
費
税
増
税
な
ど
の
政
策
に
反
対
す
る
議
員
た
ち
が
結
成
し
、
国
民
の
生
活
が
第
一
も
消
費
税
法
案
に
反
対

票
を
投
じ
た
議
員
ら
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
新
党
き
づ
な
や
国
民
の
生
活
が

19
）

第
一
の
結
成
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
増
税
そ
の
も
の
へ
の
是

非
と
い
う
よ
り
、
民
主
党
内
の
権
力
闘
争
の
帰
結
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
が
、
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て
は
政
策
対
立
に
伴
う
新
党
の

結
成
に
は
違
い
な
い
。
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議
会
で
多
数
派
を
占
め
て
い
る
与
党
か
ら
飛
び
出
し
て
新
党
を
結
成
す
る
と
い
う
の
は
、
ポ
ス
ト
獲
得
や
政
策
実
現
へ
の
道
を
自
ら
遠

ざ
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
一
般
に
は
起
こ
り
に
く
い
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
上
記
の
例
は
、
そ
う
し
た
例
外
的
な
事
象
が
生

じ
る
の
は
、
与
党
内
の
政
策
対
立
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
況
に
陥
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

他
方
野
党
か
ら
の
分
裂
（
一
〇
政
党
）
は
、
新
党
を
結
成
し
て
与
党
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
パ
タ
ー
ン
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
か

れ
る
。
前
者
で
は
、
新
党
み

20
）

ら
い
と
自
由

21
）

党
（
旧
）
は
、
一
九
九
四
年
四
月
の
細
川
首
相
の
辞
意
表
明
を
受
け
、
細
川
内
閣
の
連
立
与
党

を
中
心
に
新
た
な
政
権
作
り
が
行
わ
れ
る
中
、
野
党
の
自
民
党
か
ら
分
裂
し
て
で
き
た
新
党
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
政
党
は
細
川
内
閣
の

後
を
引
き
継
い
だ
羽
田
孜
内
閣
の
連
立
与
党
に
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保

22
）

守
党
は
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
連
立
与
党
の
一
員
で
あ
っ
た

自
由
党
（
新
）
が
政
権
を
離
脱
す
る
の
に
伴
い
、
自
由
党
内
で
政
権
へ
の
残
留
を
志
向
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。

残
る
七
政
党
は
、
与
党
化
を
直
接
的
な
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
新
党
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、
太
陽
党
と
結
い
の
党
に
共
通
す
る
の

は
、
い
ず
れ
も
将
来
的
な
野
党
再
結
集
の
接
着
剤
的
な
役
割
を
志
向
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
太

23
）

陽
党
は
、
一
九
九
六
年
の
衆
院
選
で
議

席
増
を
果
た
せ
な
か
っ
た
新
進
党
か
ら
分
裂
し
て
で
き
た
政
党
で
あ
る
が
、
小
沢
党
首
が
率
い
る
新
進
党
の
将
来
に
悲
観
的
で
、
第
三
党

の
民
主
党

を
含
め
た
野
党
の
再
編
を
志
向
し
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
べ
く
結
成
さ
れ
た
新
党
で

24
）

あ
る
。
結
い

25
）

の
党
も
、
党
結
成
に
参

加
し
た
議
員
が
当
時
所
属
し
て
い
た
み
ん
な
の
党
の
渡
辺
喜
美
代
表
が
安
倍
政
権
へ
の
接
近
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
反
発
し
つ

つ
、
二
〇
一
二
年
衆
院
選
・
二
〇
一
三
年
参
院
選
と
惨
敗
を
繰
り
返
し
た
最
大
野
党
の
民
主
党
が
党
勢
回
復
の
兆
し
を
見
せ
な
い
こ
と
か

ら
、
民
主
党
も
含
め
た
野
党
再
編
を
目
的
と
し
て
結
成
さ

26
）

れ
た
。
事
実
、
太
陽
党
は
結
党
約
一
年
後
に
は
民

27
）

政
党
に
合
流
し
、
民
政
党
は

そ
の
三
か
月
後
に
民
主
党

に
加
わ
っ
た
。
結
い
の
党
も
、
結
党
か
ら
九
カ
月
で
維
新

28
）

の
党
に
合
流
し
、
い
ず
れ
も
野
党
再
編
の
足
掛
か

り
と
な
っ
た
。

新
党
尊
命
、
次
世
代
の
党
、
そ
れ
に
生
活
の
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
所
属
政
党
と
の
路
線
の
違
い
が
結
党
要
因
で
あ
る
。
新
党
尊
命
は
、
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民
主
党
が
労
組
依
存
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
田
中
甲
衆
院
議
員
ら
が
結
成
し
た
（
山
本
﹇
二
〇
一
〇：

五
九
﹈）。
次
世
代

29
）

の
党
の
結

党
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
時
の
日
本
維
新
の
会
の
中
で
、
結
い
の
党
と
合
流
し
て
野
党
再
編
を
進
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
る
一
方
、
そ
れ

に
よ
っ
て
党
の
政
策
が
曖
昧
に
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
気
す
る
グ
ル
ー
プ
と
の
対
立
が
起

30
）

こ
っ
た
。
後
者
が
結
成
し
た
の
が
次
世
代
の
党
で
あ

る
。
生
活

31
）

の
党
も
、
日
本
未
来
の
党
に
お
け
る
内
部
対
立
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
阿
部
知
子
衆
院
議
員
一
人
を
残
し
て
結
成
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
政
策
対
立
（
あ
る
い
は
党
の
路
線
対
立
）
を
原
因
と
す
る
分
裂
は
、
与
党
で
も
野
党
で
も
起
こ
り
う
る
。

公
明
新
党
と
参
院
公
明
に
つ
い
て
は
、
や
や
例
外
的
な
分
裂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
述
す
る
⑧
新
進
党
が
結
党
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

旧
公
明
党
か
ら
一
部
の
参
院
議
員
を
残
し
て
参
院
公
明
を
結
成
し
、
残
り
が
新
進
党
に
合
流
す
る
形
が
と
ら
れ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
。
参

院
公
明
を
分
党
し
、
残
っ
た
公
明
新
党
は
直
後
に
解
党
し
て
新
進
党
へ
合
流
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
公
明
新
党
と
参
院
公
明
を
例
外
と
す
れ
ば
、
野
党
か
ら
の
分
裂
に
よ
る
新
党
結
成
の
要
因
は
、
与
党
に
加
わ
る
た
め
の
も

の
か
、
野
党
の
再
結
集
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
か
、
政
策
対
立
に
よ
る
も
の
か
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2’
）
既
存
政
党
か
ら
の
分
裂
＋
α
で
の
新
党
結
成

２
）
既
存
政
党
か
ら
の
分
裂
の
派
生
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
既
成
政
党
か
ら
の
分
裂
組
（
複
数
の
政
党
か
ら
の
分
裂
組
同
士
が
ま
と
ま
る

場
合
を
含
む
）に
、
他
の
既
存
政
党
か
ら
も
、
あ
る
い
は
無
所
属
で
活
動
し
て
い
た
議
員
が
個
別
に
参
加
し
て
、
新
党
が
結
成
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
⑨
市
民
リ
ー
グ
は
、
社
会
党
を
離
党
し
た
山
花
貞
夫
ら
と
、
新
進
党
結
成
に
参
加
し
な
か
っ
た
旧
日
本
新
党
の
海
江
田
万

里
ら
が
合
流
し
て
結
成
さ
れ
た
新
党
で
あ
る
。

フ
ロ
ム
フ
ァ
イ
ブ
は
、
新
進
党
を
離
党
し
て
無
所
属
と
な
っ
て
い
た
細
川
護
煕
ら
が
、

一
九
九
七
年
末
の
新
進
党
解
党
に
伴
っ
て
無
所
属
と
な
っ
た
円
よ
り
子
ら
と
結
成
し
た
新
党
で
あ
る
。

無
所
属
の
会
は
、
無
所
属
議
員
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の
受
け
皿
と
し
て
結
成
さ
れ
た
新
党
な
の
で
、
既
存
政
党
か
ら
の
分
裂
を
伴
っ
て
い
な
い
が
、
既
存
政
党
か
ら
離
党
し
て
無
所
属
と
な
っ

て
い
た
議
員
も
含
む
た
め
、（
2’
）
に
分
類

32
）

し
た
。

保
守

33
）

新
党
は
、
連
立
与
党
の
一
員
で
あ
っ
た
保
守
党
に
、
民
主
党
か
ら
の
離
党
組
が
加
わ
っ
て
作
ら
れ
た
新
党
で
あ
る
。
保
守
新
党

は
、
発
足
時
か
ら
連
立
与
党
に
加
わ
っ
た
。

改
革
ク
ラ
ブ
（
新
）
は
、
民
主
党
を
離
党
し
た
渡
辺
秀
央
ら
に
、
無
所
属
の
荒
井
広
幸
ら
が
加
わ
っ
て
作
ら
れ
た
。

新
党
改
革
は
、

こ
の
改
革
ク
ラ
ブ
（
新
）
を
母
体
に
し
た
新
党
で
、
舛
添
要
一
ら
自
民
党
を
離
党
し
て
き
た
議
員
を
受
け
入
れ
、
舛
添
を
代
表
に
新
党
に

移
行
す
る
形
で
結
成
さ
れ
た
。

日
本
維
新

34
）

の
会
は
、
大
阪
維
新
の
会
と
い
う
既
に
存
在
し
て
い
た
地
域
政
党
が
母
体
と
な
っ
て
い
る
。
大
阪
維
新
の
会
が
国
政
に
進

出
す
る
に
あ
た
り
、
民
主
党
や
み
ん
な
の
党
を
離
党
し
た
議
員
を
迎
え
る
形
で
、
日
本
維
新
の
会
と
な
っ
た
。

太
陽
の

35
）

党
（
旧
）
は
、

た
ち
あ
が
れ

36
）

日
本
を
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
が
、
東
京
都
知
事
を
辞
職
し
た
石
原
慎
太
郎
を
共
同
代
表
に
迎
え
、
民

主
党
を
離
党
し
て
無
所
属
だ
っ
た
議
員
も
加
え
て
新
党
と
し
て
発
足
し
た
た
め
、（
2’
）
に
分
類
し
た
。

み
ど
り

37
）

の
風
は
、
民
主
党
と
国
民
新
党
を
離
党
し
た
参
院
議
員
ら
が
結
成
し
て
い
た
院
内
会
派
が
、
さ
ら
に
民
主
党
を
離
党
し
た
衆

院
議
員
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
政
党
化
さ
れ
た
。

反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
脱
原
発
・
消
費
増
税
凍
結
を
実
現
す

38
）

る
党
と
、

減
税
日
本
・
反
Ｔ
Ｐ

Ｐ
・
脱
原
発
を
実
現
す

39
）

る
党
は
、
い
ず
れ
も
衆
院
解
散
を
受
け
て
結
党
さ
れ
た
新
党
で
、
前
者
は
無
所
属
議
員
と
民
主
党
を
離
党
し
た
議

員
に
よ
る
も
の
で
、
後
者
は
そ
れ
に

減
税
日
本
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、（
2’
）
に
は
、（
２
）
で
述
べ
た
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
、
す
な
わ
ち
与
党
化
を
目
指
す
か
、
大
同
団
結
を
目
指
す
も
の

か
、
政
策
対
立
に
よ
る
も
の
か
以
外
に
、
政
党
助
成
金
を
受
け
取
る
た
め
に
、
国
会
議
員
を
五
人
集
め
る
こ
と
自
体
が
大
き
な
目
的
と
な
っ

て
い
る
党
が
含
ま
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
新
党
を
結
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
五
人
の
国
会
議
員
が
集
ま
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
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が
決
断
す
る
う
え
で
の
大
き
な
判
断
材
料
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
新
党
結
成
の
き
っ
か
け
は
（
２
）
で
説
明
し
た
ど
れ
か

の
動
機
づ
け
に
当
て
は
ま
る
が
、
同
じ
党
の
同
志
だ
け
で
は
政
党
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
無
所
属
や
他
党
か
ら
も
議

員
を
か
き
集
め
る
必
要
が
生
じ
る
と
、（
2’
）
型
の
新
党
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３
）
大
同
団
結
型

以
上
の
三
つ
の
結
党
パ
タ
ー
ン
は
、
い
ず
れ
も
前
所
属
政
党
に
比
べ
て
小
規
模
な
政
党
と
し
て
発
足
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

と
は
逆
に
、
複
数
の
政
党
が
大
同
団
結
し
て
よ
り
大
規
模
な
新
党
が
結
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
、
大
同
団
結
型
と
呼

び
、
八
つ
の
政
党
が
こ
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
。

大
同
団
結
型
新
党
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、
⑧
新
進

40
）

党
で
あ
る
。
新
進
党
は
非
自
民
連
立
政
権
の
与
党
（
結
党
時
は
い
ず
れ
も
野
党
）

を
中
心
に
し
た
新
党
で
、
新
た
な
衆
院
の
選
挙
制
度
に
対
応
す
る
た
め
、
大
同
団
結
が
図
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

民
主

41
）

党

は
、
当
時

政
権
与
党
だ
っ
た
新
党
さ
き
が
け
や
社
民
党
の
多
数
が
合
流
す
る
形
で
発
足
し
た
。
民
主
党

も
ま
た
、
来
た
る
新
選
挙
制
度
下
で
の
衆

院
選
を
見
越
し
た
動
き
で
あ
っ
た
。

一
九
九
七
年
末
に
新
進
党
が
解
党
さ
れ
る
と
、
再
度
の
大
同
団
結
が
模
索
さ
れ
る
。

民
政
党
は
、

太
陽
党
・

フ
ロ
ム
フ
ァ
イ
ブ

の
両
党
に
、
新
進
党
解
党
で
誕
生
し
た

国
民

42
）

の
声
が
合
併
し
て
で
き
た
新
党
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
民
政
党
に
集
っ
た
三
党
は
、

合
併
以
前
に
民
主
党

ら
と
結
成
し
た
院
内
会
派
「
民
主
友
愛
太
陽
国
民
連
合
（
民
友
連
）」
を
母
体
と
し
て
、
さ
ら
な
る
野
党
結
集
へ
と

動
く
。
そ
の
成
果
が
一
九
九
八
年
四
月
結
党
の

民
主

43
）

党

で
あ
る
。
民
主
党

に
は
、
民
主
党

と
民
政
党
の
ほ
か
に
、

新
党

44
）

友
愛

と
民
主
改
革
連
合
も
加
わ
っ
た
。

一
九
九
八
年
一
一
月
に
は
、
新
進
党
結
党
時
に
、
新
党
参
加
組
と
参
院
公
明
に
分
か
れ
て
い
た
旧
公
明
党
勢
力
の
大
同
団
結
が
図
ら
れ

479

政界再編期における新党のタイポロジー



た
。
新
進
党
に
加
わ
っ
て
い
た
旧
公
明
党
勢
力
は
、
解
党
に
よ
っ
て
衆
院
議
員
に
よ
る

新
党
平
和
、
参
院
議
員
に
よ
る

黎
明
ク
ラ
ブ

に
分
か
れ
た
。
黎
明
ク
ラ
ブ
は
発
足
間
も
な
く
参
院
公
明
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
後
新
党
平
和
と
参
院
公
明
が
合
流
し
て

公

45
）

明
党
が
再
結

成
さ
れ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
は
、
民
主
党

が

自
由

46
）

党
（
新
）
を
吸
収
し
て
、

民
主

47
）

党

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
非
自
公
・
非
共
産
陣
営

が
実
質
的
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
が
二
大
勢
力
化
す
る
画
期
と
な
っ
た
。

日
本
未
来

48
）

の
党
は
、
二
〇
一
二
年
衆
院
選
に
あ
た
り
、

国
民
の
生
活
が
第
一
と

減
税
日
本
・
反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
脱
原
発
を
実
現
す
る

党
を
中
心
に
、

み
ど
り
の
風
の
一
部
な
ど
か
ら
も
議
員
を
受
け
入
れ
て
発
足
し
た
。
た
だ
、
衆
院
選
で
議
席
を
大
幅
に
減
ら
す
と
、
直

後
に
所
属
議
員
の
大
部
分
が

生
活
の
党
を
結
成
、
日
本
未
来
の
党
に
残
っ
た
の
は
阿
部
知
子
一
人
だ
け
と
な
り
、
そ
の
阿
部
も
ま
も
な

く
み
ど
り
の
風
に
合
流
し
て
、
事
実
上
党
が
消
滅
し
た
。

維
新
の
党
は
、

次
世
代
の
党
と
分
党
し
た

日
本
維
新
の
会
と
、

結
い
の
党
が
合
併
し
て
で
き
た
新
党
で
あ
る
。
維
新
の
党
の

中
に
は
、
民
主
党
の
一
部
と
も
気
脈
を
通
じ
つ
つ
、
さ
ら
な
る
野
党
の
再
編
に
意
欲
的
な
勢
力
が
含
ま
れ
、
事
実
二
〇
一
四
年
衆
院
選
に

あ
た
っ
て
は
民
主
党
と
選
挙
協
力
を
推
進

49
）

し
た
。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
と
い
う
衆
院
の
選
挙
制
度
は
、小
選
挙
区
部
分
も
比
例
代
表
部
分
も
大
政
党
に
と
っ
て
よ
り
有
利
で
あ
り
、

小
政
党
に
は
他
党
と
合
併
す
る
な
ど
し
て
大
同
団
結
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
働
く
（
山
本
﹇
二
〇
一
四
﹈
な
ど
）。
と
り
わ
け
、
政
権
の

座
を
目
指
そ
う
と
い
う
勢
力
に
と
っ
て
、
自
陣
営
が
複
数
の
政
党
に
分
裂
し
て
い
る
場
合
、
大
同
団
結
は
急
務
と
な
る
。
新
進
党
と
、
民

主
党

や
、
そ
こ
へ
集
ま
る
準
備
段
階
と
し
て
作
ら
れ
た
民
政
党
、
民
主
党

、
維
新
の
党
と
い
っ
た
諸
政
党
は
、
い
ず
れ
も
政
権
獲
得

へ
の
道
筋
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
の
大
同
団
結
型
新
党
で
あ
る
と
い
え
る
。
大
同
団
結
型
新
党
の
中
で
、
こ
の
タ
イ
プ
か
そ
う
で
な
い

か
を
見
分
け
る
に
は
、
団
結
の
結
果
、
二
大
政
党
の
一
翼
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
で
判
断
で
き
る
。
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他
方
、
民
主
党

や
日
本
未
来
の
党
の
よ
う
に
、
合
併
に
よ
っ
て
も
二
大
政
党
の
一
翼
は
担
え
な
い
な
が
ら
、
迫
る
衆
院
選
に
少
し
で

も
有
利
に
な
る
よ
う
に
大
同
団
結
が
図
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
公
明
党
の
ケ
ー
ス
は
、
以
前
の
姿
に
戻
る
た
め
の
合
併
で
あ
る

の
で
、
例
外
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

４
）
解
党
に
よ
る
新
党

最
後
に
、
突
然
政
党
が
解
党
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
新
た
に
政
党
を
結
成
し
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
新
進
党
の
解
党
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た

改
革
ク

50
）

ラ
ブ
、

国
民
の
声
、

自
由
党（
新
）、

新
党
平
和
、

新
党
友
愛
、

黎
明
ク
ラ
ブ
が
該
当
す
る
。

こ
の
う
ち
、
国
民
の
声
と
新
党
友
愛
は
民
主
党

と
の
大
同
団
結
に
動
き
、
新
党
平
和
と
黎
明
ク
ラ
ブ
は
元
々
の
仲
間
で
あ
る
参
院
公

明
と
合
流
し
て
公
明
党
と
な
っ
た
。
自
由
党
（
新
）
は
自
民
党
と
連
立
政
権
を
結
成
し
た
後
、
政
権
を
離
脱
し
て
後
に
民
主
党

と
の
合

併
を
選
択
し
た
。
改
革
ク
ラ
ブ
は
、
新
党
平
和
と
の
統
一
会
派
を
結
成
す
る
な
ど
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
総
選
挙
で
議
席
を
失
っ
て
自
然

消
滅
し
た
。

一
定
の
規
模
以
上
の
政
党
が
突
然
解
党
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
例
外
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
新
進
党
以
外
に
は
二
〇
一
四
年
の
み
ん
な

51
）

の
党
の
例
が
あ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
み
ん
な
の
党
の
際
は
、
民
主
党

や
次
世
代
の
党
に
合
流
す
る
議
員
が
現
れ
た
ほ
か
は
、
無
所

属
と
な
る
議
員
が
出
た
に
と
ど
ま
り
、
解
党
直
後
に
は
新
党
結
成
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

３．

２

解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

次
に
、
新
党
が
解
党
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
事
実
上
消
滅
す
る
パ
タ
ー
ン
は
下
記
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
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５
）
大
同
団
結
の
た
め
の
解
党

解
党
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
最
も
多
い
の
は
、
よ
り
規
模
の
大
き
な
政
党
と
な
る
た
め
に
他
党
と
合
併
す
る
な
ど
し
て
新
党
を
結
成
す
る

の
に
伴
い
、
解
党
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
表
１
に
よ
る
と
、
二
五
政
党
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
既
に
解
党
さ
れ
た
新
党
は
計
四
一
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
六
一
％
が
大
同
団
結
の
た
め
に
解
党
さ
れ
て
い
る
。

６
）
選
挙
結
果
を
受
け
て
の
解
党
・
消
滅

５
）大
同
団
結
の
た
め
の
解
党
に
次
い
で
多
い
の
が
、
選
挙
の
結
果
を
受
け
て
解
党
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
事
実
上
消
滅
す
る
パ
タ
ー
ン

で
あ
る
。
新
社
会
党
、
改
革
ク
ラ
ブ（
旧
）、
無
所
属
の
会
、
新
党
尊
命
、
保
守
新
党
、
新
党
日
本
、
新
党
大
地
、
み
ど
り
の
風
の
八
政
党

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

７
）
路
線
対
立
解
消
の
た
め
の
解
党
・
分
党

最
後
に
、
党
内
で
生
じ
た
路
線
や
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
を
解
消
す
る
た
め
、
解
党
や
分
党
が
行
わ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
先

に
述
べ
た
新
進
党
や
日
本
維
新
の
会
、
さ
ら
に
は
日
本
未
来
の
党
が
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
み
ん
な
の
党
も
、
野
党
再
編
を
模
索
す
る

グ
ル
ー
プ
と
与
党
へ
の
協
力
を
訴
え
る
グ
ル
ー
プ
と
の
対
立
が
起
こ
り
、
解
党
す
る
措
置
が
と
ら

52
）

れ
た
。

新
党
さ
き
が
け
や
国
民
新
党
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も
国
政
選
挙
で
の
低
迷
が
続
き
、
前
者
は
み
ど
り
の

53
）

会
議
と
な
り
、
後
者
は
解
党
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
幸
福
実
現
党
は
、
唯
一
の
所
属
国
会
議
員
だ
っ
た
大
江
康
弘
の
離
党
に
よ
っ
て
国
政
か
ら
姿
を
消
し
た
が
、
そ
の
理
由

は
沖
縄
県
知
事
選
挙
へ
の
対
応
を
め
ぐ
る
対
立
が
き
っ
か
け
で

54
）

あ
っ
た
。
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３．

３

結
党
｜
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

で
は
、
３．

１
の
結
党
、
３．

２
の
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン
を
組
み
合
わ
せ
て
観
察
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
で

あ
ろ
う
か
。

表
２
に
よ
る
と
、
前
政
党
か
ら
の
分
裂
に
よ
っ
て
相
対
的
に
小
規
模
に
な
る
新
党
を
結
成
し
た
場
合
（
結
党
の
パ
タ
ー
ン
２
と
2’
）
も
、

過
半
の
二
八
政
党
中
一
七
政
党
が
大
同
団
結
に
動
い
て
い
る
。
し
か
し
、
大
同
団
結
に
動
か
な
か
っ
た
新
党
で
は
、
七
政
党
が
選
挙
で
国

会
議
員
を
失
っ
て
消
滅
し
、
四
政
党
が
解
党
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
存
政
党
の
三
党
は
い
ず
れ
も
二
〇
一
〇
年
以
降
の
結
成
で
あ
る
こ

出
典
：
著
者
作
成

表
２

結
党
―
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

計

結
党
の

パ
タ
ー
ン

4 3 2’ 2 １

解
党

大
同
団
結

分
裂

外
部

25 5 1 6 11 2

大
同
団
結

5 解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

９ 1 0 3 4 １

選
挙
で
消
滅

6

7 0 2 1 3 1

解
党 7

41 6 3 10 18 4 計

民
主
党

～
、
公
明
党
、
維
新
の
党

新
党
改
革

生
活
の
党
、
次
世
代
の
党

現
存
政
党
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と
を
考
え
る
と
、
大
同
団
結
に
失
敗
す
る
か
、
そ
れ
に
向
け
て
行
動
し
な
い
小
さ
な
新
党
は
生
き
残
り
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
衆
参
両
院
の
選
挙
と
も
比
例
区
部
分
を
有
し
て
は
い
る
が
、
政
党
の
大
規
模
化
へ
の
制
度
的
圧
力
は
非
常
に
大
き
い
。

大
同
団
結
型
の
新
党
で
は
、
一
政
党
が
さ
ら
な
る
大
同
団
結
に
走
り
、
残
る
五
政
党
の
う
ち
三
政
党
が
存
続
、
二
政
党
が
解
党
し
て
い

る
。
解
党
し
た
二
政
党
は
新
進
党
と
日
本
未
来
の
党
で
あ
り
、
共
に
小
沢
一
郎
が
中
心
人
物
と
し
て
関
わ
っ
て
、
選
挙
で
思
う
よ
う
な
結

果
が
残
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
解
党
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
両
党
の
存
在
は
、
大
同
団
結
に
動
か
な
け
れ
ば
新
党
は
生
き

残
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
大
同
団
結
し
た
か
ら
と
い
っ
て
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

４．

一
二
月
新
党

本
節
で
は
、
３
章
で
行
っ
た
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
一
二
月
に
結
成
さ
れ
た
新
党
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

ま
ず
、
表
１
で
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
新
党
の
う
ち
、
一
二
月
に
結
成
さ
れ
た
新
党
は
★
印
を
つ
け
た
九
政
党
で
あ
る
。
期
間
中
に
結

成
さ
れ
た
新
党
が
四
八
で
あ
る
か
ら
、
一
八

八
％
が
一
二
月
一
か
月
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
現
存
し
て
い
る
生
活

の
党
を
除
く
八
政
党
の
平
均
寿
命
は
五
五
一

九
日
と
な
っ
て
お
り
、
全
新
党
の
平
均
よ
り
は
短
い
。
な
お
、
⑥
公
明
新
党
は
新
進
党
結
党

に
合
わ
せ
て
公
明
党
が
分
党
さ
れ
る
過
程
で
便
宜
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
分
析
か
ら
は
除
外
し
て
あ
る
。

次
に
、
表
３
に
示
し
た
結
党
と
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン
で
み
る
と
、
八
政
党
中
二
政
党
（
無
所
属
の
会
・
保
守
新
党
）
が
選
挙
で
消

滅
し
、
新
進
党
が
解
党
し
た
以
外
の
五
政
党
（
市
民
リ
ー
グ
・
太
陽
党
・
フ
ロ
ム
フ
ァ
イ
ブ
・
新
党
き
づ
な
・
結
い
の
党
）
は
、
他
政
党

と
の
大
同
団
結
の
道
を
選
ん
だ
。

大
同
団
結
組
の
五
政
党
の
う
ち
、
市
民
リ
ー
グ
と
太
陽
党
、
フ
ロ
ム
フ
ァ
イ
ブ
は
民
主
党

あ
る
い
は

に
合
流
し
て
い
る
の
で
、
現

在
も
後
継
政
党
の
民
主
党

が
存
続
し
て
い
る
。
他
方
、
新
党
き
づ
な
が
合
流
し
た
国
民
の
生
活
が
第
一
は
、
日
本
未
来
の
党
へ
と
さ
ら
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に
大
同
団
結
し
た
が
、
選
挙
に
敗
れ
て
生
活
の
党
と
な
り
、
結
い
の
党
は
日
本
維
新
の
会
の
一
部
と
大
同
団
結
し
て
維
新
の
党
へ
と
姿
を

変
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
選
挙
で
消
滅
し
た
政
党
の
割
合
は
二
五
％
と
、
表
２
の
全
新
党
の
場
合
が
二
一
・
九
％
で
あ
る
こ
と
を
比

べ
る
と
、
大
差
は
な
い
。
解
党
し
た
政
党
も
新
進
党
の
み
で
あ
り
、
全
新
党
の
場
合
と
比
べ
て
割
合
は
少
な
い
。
無
論
、
サ
ン
プ
ル
が
八

政
党
し
か
な
い
た
め
、
確
た
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
概
に
一
二
月
新
党
は
政
党
助
成
金
目
当

て
の
結
党
な
の
で
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
将
来
は
暗
い
、
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
政
党
と
大
同
団
結

し
て
よ
り
大
規
模
な
政
党
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
の
は
、
一
二
月
新
党
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
新
党
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

現
存
政
党

生
活
の
党

計034108

7

解
党000101

6

選
挙
で
消
滅

002002

解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

5

大
同
団
結

032005

外
部

分
裂

大
同
団
結

解
党

722’34

結
党
の

パ
タ
ー
ン

計

表
３

12月
新
党
の
結
党
―
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン

出
典
：
著
者
作
成
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た
だ
し
、
九
政
党
の
う
ち
、
無
所
属
の
会
と
生
活
の
党
以
外
の
政
党
は
結
党
後
に
衆
参
両
院
ど
ち
ら
か
の
選
挙
を
経
験
し
な
い
う
ち
に

解
党
す
る
か
消
滅
し
て
お
り
、
生
活
の
党
は
二
〇
一
四
年
衆
院
選
で
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
。
も
し
一
二
月
新
党
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
国

政
選
挙
に
臨
め
ば
、
世
論
の
反
発
を
受
け
や
す
い
の
で
、
他
の
時
期
に
結
成
さ
れ
た
新
党
に
比
べ
て
不
利
に
な
る
、
と
い
う
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。

５．

結
論

本
稿
で
は
、
一
九
九
〇
年
以
降
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
間
に
結
成
さ
れ
た
新
党
を
対
象
に
、
そ
の
結
党
｜
解
党
・
消
滅
の

パ
タ
ー
ン
を
分
析
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
新
党
結
成
に
は
、
国
会
外
部
で
の
結
成
か
、
分
裂
に
よ
る
も
の
か
、
大
同
団
結
を
図
る
た
め
の
も
の
か
、
解
党
に
よ

る
も
の
の
四
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
外
部
で
結
成
さ
れ
た
も
の
は
勢
力
を
拡
大
し
て
生
き
残
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
大
政
党
に
有
利
な
選
挙
制
度
の
影
響
が
指
摘
で
き
る
。
分
裂
に
よ
っ
て
で
き
る
新
党
は
小
規
模
な
も
の
と
な
る
が
、
与
党
か
ら

の
分
裂
で
は
政
策
対
立
が
唯
一
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
に
対
し
て
、
野
党
か
ら
の
分
裂
は
、
与
党
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
か
、
野
党
の

再
結
集
を
目
指
し
て
将
来
の
大
同
団
結
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
か
、
政
策
対
立
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
三
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
る
。
大
同

団
結
型
新
党
は
、
選
挙
で
少
し
で
も
有
利
に
な
る
た
め
に
模
索
さ
れ
る
が
、
政
権
獲
得
を
目
指
し
て
最
大
野
党
の
座
を
狙
う
も
の
と
、
そ

う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
解
党
に
よ
る
新
党
は
例
外
的
な
も
の
で
、
新
進
党
と
み
ん
な
の
党
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
大
同
団
結
の
た
め
の
も
の
、
選
挙
で
敗
北
し
て
消
滅
す
る
も
の
、
党
内
の
路
線
対
立
に
よ
る
も

の
の
三
つ
が
あ
る
。
三
つ
め
の
も
の
は
政
策
対
立
に
根
差
す
も
の
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

新
党
結
成
と
解
党
・
消
滅
の
パ
タ
ー
ン
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
大
同
団
結
に
成
功
す
る
か
否
か
が
新
党
の
生
き
残
り
に
決
定
的
な
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影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
同
団
結
に
成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
議
員
が
生
き
残
れ
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
。
し
か
し
、
大
同
団
結
に
失
敗
す
る
か
、
そ
も
そ
も
大
同
団
結
に
動
か
な
か
っ
た
新
党
は
、
選
挙
で
負
け
て
消
滅
す
る
か
、
解
党
へ
の

道
を
辿
っ
て
き
た
。
新
党
の
多
く
が
大
同
団
結
に
動
く
の
は
、
大
政
党
に
有
利
な
選
挙
制
度
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
圧
力
が

実
際
上
も
極
め
て
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
新
党
結
成
の
時
期
と
し
て
、
一
二
月
が
た
び
た
び
選
択
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
一
二
月
新
党
は
、
他
の
時
期
に
結
成
さ
れ
る
新

党
に
比
べ
て
寿
命
は
短
い
。
し
か
し
、
解
党
さ
れ
た
理
由
は
大
同
団
結
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
が
主
で
あ
り
、
団
結
後
の
新
党
の
寿
命

は
殊
更
短
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
選
挙
で
敗
れ
て
消
滅
す
る
一
二
月
新
党
の
割
合
も
、
他
の
時
期
の
新
党
と
比
較
し
て
大
差
は
な
い
。

た
だ
、
結
党
後
に
選
挙
の
洗
礼
を
受
け
た
一
二
月
新
党
は
、
サ
ン
プ
ル
が
非
常
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
選
挙
で
苦
戦
す
る
こ
と
も
判
明
し

た
。
一
二
月
新
党
は
、
党
利
党
略
目
的
の
結
成
と
い
う
こ
と
で
世
論
の
反
発
を
招
き
や
す
い
の
で
、
選
挙
を
迎
え
る
前
に
大
同
団
結
を
図

る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
含
意
を
導
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
の
分
析
か
ら
は
、
選
挙
制
度
と
政
党
助
成
金
制
度
と
い
う
制
度
面
の
制
約
が
、
新
党
結
成
の
規
模
や
パ
タ
ー
ン

を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
新
党
を
結
成
す
る
場
合
は
国
会
議
員
を
五
人
以
上
集
め
た
形
で
行
わ
れ
、
新
党
が

小
政
党
の
場
合
は
、
結
党
直
後
か
ら
大
同
団
結
の
機
会
を
窺
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
大
同
団
結
を
そ
も
そ
も
志
向
し
な
か
っ

た
り
、
試
み
た
が
失
敗
し
た
り
す
れ
ば
、
当
該
新
党
は
遠
く
な
い
将
来
に
解
党
あ
る
い
は
消
滅
の
時
を
迎
え
て
し
ま
う
。

大
同
団
結
す
れ
ば
、
選
挙
で
相
対
的
に
有
利
に
な
る
ば
か
り
か
、
最
大
野
党
の
座
に
つ
け
ば
政
権
獲
得
を
も
狙
え
る
の
で
、
そ
れ
を
議

員
が
志
向
す
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
個
々
の
議
員
に
と
っ
て
、
選
挙
で
再
選
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
し
、

政
権
与
党
に
所
属
す
る
こ
と
は
ポ
ス
ト
獲
得
や
政
策
追
求
の
面
で
も
欠
か
せ
な
い
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
（
山
本
﹇
二
〇
一
〇
﹈）。
だ
が
、

大
同
団
結
が
制
度
的
要
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
理
念
や
政
策
の
共
通
性
と
い
う
部
分
が
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
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否
定
で
き
な
い
。
新
党
の
結
成
が
相
次
ぎ
、
最
終
的
に
は
大
同
団
結
し
て
ほ
と
ん
ど
の
新
党
が
消
滅
す
る
と
い
う
歴
史
が
教
え
る
の
は
、

制
度
を
改
め
て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
検
討
し
た
い
。

注１
）

た
と
え
ば
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
八
日
付
朝
刊
に
は
、「
新
し
い
党
の
発
足
、
な
ぜ
年
末
年
始
に
多
い
？
」
と
題
し
た
子
供
向
け
の
解
説

記
事
が
掲
載
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
み
ん
な
の
党
の
渡
辺
喜
美
代
表
は
『
12
月
に
作
る
新
党
は
金
目
当
て
』
と
批
判
し
て
い
た
」
が
、

こ
れ
は
「
政
党
は
政
党
助
成
法
に
基
づ
い
て
、
税
金
か
ら
政
党
交
付
金
を
受
け
取
れ
」、「
政
党
交
付
金
は
１
月
１
日
時
点
の
政
党
の
議
員
数
と
国
政
選
挙
で

の
得
票
率
を
基
に
配
分
額
が
決
ま
り
、
受
け
取
る
に
は
１
月
16
日
ま
で
に
総
務
相
に
届
け
な
い
と
い
け
な
い
」
か
ら
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
引
用
元
に
は

振
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
引
用
者
が
削
除
し
た
）。

２
）

正
確
に
は
、
前
回
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
小
選
挙
区
選
挙
ま
た
は
比
例
代
表
選
挙
）、
前
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
（
比
例
代
表
選
挙
ま
た
は
選
挙
区

選
挙
）、
も
し
く
は
前
々
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
（
比
例
代
表
選
挙
ま
た
は
選
挙
区
選
挙
）
が
対
象
で
あ
る
。

３
）

た
と
え
ば
、
表
１
の
⑩
新
社
会
党
は
、
一
九
九
八
年
参
院
選
で
所
属
国
会
議
員
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
末
現
在
で
も
政
党
そ
の
も
の

は
存
続
し
て
活
動
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
衆
院
選
で
所
属
国
会
議
員
が
い
な
く
な
っ
た

新
党
日
本
や

減
税
日
本
も
同
様
で
あ
る
。

４
）

こ
の
結
果
、
た
と
え
ば
表
１

幸
福
実
現
党
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
表
記
以
前
か
ら
党
の
公
認
候
補
を
擁
立
し
て
い
て
、
所
属
国
会
議
員
が
い
な
く
な
っ

た
後
も
公
認
候
補
擁
立
を
続
け
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
存
続
期
間
は
所
属
国
会
議
員
が
存
在
し
た
期
間
の
み
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

５
）

日
本
新
党
は
、
自
民
党
か
ら
分
裂
し
た
新
生
党
な
ど
と
、
一
九
九
四
年
一
二
月
に
新
進
党
を
結
党
し
て
お
り
、
関
連
性
が
あ
る
。

６
）

こ
こ
に
は
、
一
九
九
六
年
一
月
に
名
称
変
更
を
行
っ
た
社
会
民
主
党
な
ど
は
含
ま
な
い
。
他
党
と
の
合
併
や
吸
収
、
な
ら
び
に
所
属
議
員
数
の
増
減
を
伴

わ
な
い
名
称
変
更
は
、
新
党
結
成
と
は
意
味
が
異
な
る
と
の
判
断
か
ら
で
あ
る
。

７
）

表
１
の
通
し
番
号
は
五
〇
ま
で
あ
り
、
こ
の
数
字
と
一
致
し
な
い
。
こ
の
理
由
は
、
表
１
で
は
第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で
の
民
主
党
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
表

記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

、

、

）。
第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で
の
民
主
党
を
す
べ
て
同
一
の
政
党
と
み
な
せ
ば
、
結
党
さ
れ
た
新
党
数
は
四
八
と
な

る
。
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８
）

新
党
改
革
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
以
降
、
所
属
国
会
議
員
は
代
表
を
務
め
る
荒
井
広
幸
参
院
議
員
一
名
の
み
の
小
所
帯
で
あ
る
。

９
）

減
税
日
本
は
名
古
屋
市
の
河
村
た
か
し
市
長
が
結
成
し
た
地
域
政
党
が
母
体
で
あ
る
。

10
）

な
お
太
陽
の
党
（
新
）
は
、
太
陽
の
党
（
旧
）
が
日
本
維
新
の
会
に
合
流
し
た
の
ち
、
休
眠
状
態
に
あ
っ
た
も
の
を
、
結
党
に
あ
た
っ
て
再
活
用
し
た
も

の
で
あ
る
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
九
月
二
六
日
付
朝
刊
）。

11
）

日
本
維
新
の
会
の
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
政
党
の
大
阪
維
新
の
会
を
母
体
に
し
つ
つ
、
国
政
で
は
民
主
党
や
み
ん
な
の
党
、
自
民
党
な
ど
複
数
の
政

党
か
ら
離
党
者
が
合
流
す
る
形
で
あ
っ
た
た
め
、
同
党
は
後
述
す
る
（
2’
）
に
分
類
し
た
。

12
）

武
村
正
義
、
鳩
山
由
紀
夫
ら
が
結
成
。
武
村
は
細
川
内
閣
で
官
房
長
官
と
な
っ
た
。

13
）

羽
田
孜
、
小
沢
一
郎
ら
が
結
成
。

14
）

綿
貫
民
輔
、
亀
井
静
香
ら
が
結
成
。
民
主
党
政
権
で
は
連
立
与
党
に
加
わ
っ
た
。

15
）

田
中
康
夫
を
代
表
に
、
小
林
興
起
ら
が
結
成
。

16
）

矢
田
部
理
ら
が
結
成
。

17
）

新
社
会
党
は
「
結
党
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
宣
言
の
中
で
、「
社
会
党
は
い
く
つ
も
の
重
要
な
公
約
に
反
し
、
護
憲
の
立
場
を
捨
て
て
、
心
あ
る
多
く
の
国

民
か
ら
信
を
失
っ
た
。
こ
れ
は
連
立
政
権
維
持
を
最
優
先
さ
せ
、
保
守
勢
力
に
迎
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
生
活
と
平
和
、
民
主
主
義
を
な
い
が
し

ろ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
り
に
よ
っ
て
社
会
党
は
、
沖
縄
を
は
じ
め
と
す
る
基
地
問
題
、
核
廃
絶
と
自
衛
隊
の
軍
縮
問
題
、
低
所
得
層
や
中
小
企
業

へ
の
不
当
な
負
担
を
強
い
る
消
費
税
と
そ
の
引
き
上
げ
（
中
略
）
な
ど
、
重
要
な
政
治
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
や
め
た
。（
中
略
）
私
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
社
会
党
の
変
質
と
方
向
を
断
じ
て
受
入
れ
ら
れ
な
い
。」（
新
社
会
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh
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、
二
〇
一
四
年
一
二
月
三
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）
と
し
て
い
る
。

18
）

内
山
晃
ら
が
結
成
。

19
）

小
沢
一
郎
ら
が
結
成
。

20
）

北
川
正
恭
ら
が
結
成
。

21
）

柿
沢
弘
治
ら
が
結
成
。
柿
沢
は
細
川
後
継
の
羽
田
内
閣
で
外
相
に
就
任
し
た
。

22
）

代
表
に
参
院
議
員
の
扇
千
景
。
二
階
俊
博
・
野
田
毅
・
小
池
百
合
子
ら
が
結
成
。

23
）

羽
田
孜
ら
が
結
成
。

24
）

た
と
え
ば
、
結
党
の
目
的
と
し
て
、「『
真
の
政
界
再
編
を
実
現
す
る
中
核
と
な
る
』
こ
と
を
基
本
理
念
に
据
え
、
新
進
、
民
主
両
党
な
ど
と
の
「
改
革
大
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連
合
」
の
結
集
を
図
る
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
二
月
二
六
日
付
夕
刊
）
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

25
）

江
田
憲
司
ら
が
結
成
。

26
）

結
い
の
党
は
綱
領
で
、「『
党
の
発
展
的
解
消
も
辞
さ
ず
』
と
の
姿
勢
で
、
野
党
勢
力
の
結
集
を
目
指
す
方
針
を
打
ち
出
し
た
」（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
三

年
一
二
月
一
九
日
付
朝
刊
）。

27
）

代
表
に
は
羽
田
孜
が
就
任
し
た
。

28
）

共
同
代
表
に
江
田
憲
司
と
橋
下
徹
大
阪
市
長
が
就
い
た
。

29
）

石
原
慎
太
郎
と
平
沼
赳
夫
が
共
同
代
表
に
就
い
た
。

30
）

結
い
の
党
と
の
政
策
協
議
で
、
合
併
に
反
対
す
る
石
原
維
新
共
同
代
表
は
、
共
通
政
策
と
し
て
「
自
主
憲
法
制
定
」
を
盛
り
込
む
よ
う
主
張
し
た
が
、
結

い
の
党
側
は
将
来
的
な
野
党
再
編
の
障
害
に
な
る
と
し
て
盛
り
込
み
を
拒
否
し
、
合
併
推
進
派
と
の
溝
が
埋
ま
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇

一
四
年
五
月
二
九
日
付
朝
刊
）。

31
）

代
表
に
小
沢
一
郎
。

32
）

無
所
属
の
会
の
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、「
次
の
総
選
挙
に
向
け
て
無
所
属
議
員
の
受
け
皿
を
作
る
の
が
狙
い
」（『
朝
日
新
聞
』一
九
九
九
年
一
二
月
一
七
日

付
朝
刊
）
で
、「
代
表
の
椎
名
（
引
用
者
注
・
素
夫
）
氏
は
『
党
議
拘
束
は
全
く
か
け
ず
、
既
存
政
党
に
は
是
々
非
々
の
立
場
で
の
ぞ
む
』
と
の
考
え
を
示
し

た
」（
同
記
事
）
と
い
う
。

33
）

代
表
に
は
、
民
主
党
を
離
党
し
た
熊
谷
弘
が
就
い
た
。

34
）

当
初
は
橋
下
徹
が
代
表
と
な
っ
た
。

35
）

平
沼
赳
夫
と
石
原
慎
太
郎
の
共
同
代
表
。

36
）

平
沼
赳
夫
と
与
謝
野
馨
が
共
同
代
表
を
務
め
た
。
与
謝
野
は
後
に
離
党
。

37
）

当
初
は
所
属
議
員
全
員
に
よ
る
共
同
代
表
制
だ
っ
た
が
、
後
に
谷
岡
郁
子
参
院
議
員
が
代
表
と
な
っ
た
。

38
）

代
表
に
山
田
正
彦
。

39
）

山
田
正
彦
と
河
村
た
か
し
に
よ
る
共
同
代
表
。

40
）

結
党
時
の
代
表
に
海
部
俊
樹
、
幹
事
長
に
小
沢
一
郎
。

41
）

結
党
時
は
菅
直
人
と
鳩
山
由
紀
夫
に
よ
る
二
人
代
表
制
を
と
っ
た
。

42
）

鹿
野
道
彦
・
岡
田
克
也
ら
が
結
成
。
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43
）

代
表
に
菅
直
人
。

44
）

新
進
党
の
旧
民
社
党
系
議
員
ら
が
結
成
。
代
表
に
中
野
寛
成
。

45
）

代
表
に
神
崎
武
法
。

46
）

小
沢
一
郎
ら
が
結
成
。

47
）

代
表
に
菅
直
人
。

48
）

代
表
は
滋
賀
県
知
事
の
嘉
田
由
紀
子
が
務
め
た
。

49
）

民
主
党
と
維
新
の
党
を
軸
に
し
た
野
党
の
衆
院
選
候
補
者
調
整
は
、「
２
０
１
２
年
衆
院
選
で
は
、
共
産
党
と
諸
派
、
無
所
属
を
除
く
野
党
候
補
が
３
０
０

小
選
挙
区
中
２
２
７
選
挙
区
で
競
合
し
た
が
、
今
回
調
整
が
つ
い
て
い
な
い
の
は
24
日
現
在
で
53
選
挙
区
。
競
合
状
態
は
４
分
の
１
ま
で
縮
小
し
た
」
と
い

う
（『
毎
日
新
聞
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
五
日
付
朝
刊
』。

50
）

小
沢
辰
男
ら
が
結
成
。

51
）

渡
辺
喜
美
ら
が
結
成
し
、
解
党
時
の
代
表
は
浅
尾
慶
一
郎
。

52
）
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
九
日
付
朝
刊
な
ど
。

53
）

中
村
敦
夫
参
院
議
員
が
代
表
。

54
）

大
江
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
自
身
の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
た
下
記
記
事
参
照
。「
沖
縄
知
事
選
に
お
け
る
我
が
党
の
果
た
す
べ
き
役
割
」（
二
〇
一
〇
年

九
月
三
〇
日
付
記
事h
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、
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）、
離
党
理
由
に
つ
い

て
は
「
離
党
に
あ
た
っ
て
、
党
員
の
皆
さ
ま
へ
」（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
八
日
付
記
事
、h

ttp
: //w

w
w
.o
e-y
a
su
h
iro
.co
m
/d
ia
ry
/d
ir 20101104 2.

h
tm
l

、
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）
参
照
。
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